
 

 

 

 

オミクロン株の特徴を踏まえた取扱いの変更について 

  

新型コロナウイルス感染症の新規感染者の急増に伴い，本県においても，保健・医療提供体制の

負荷が増大しております。 
 県では，こうした状況を踏まえ，令和 4 年 7 月 22 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症

対策推進本部からの事務連絡「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対

応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」に基づき，従来の電話連絡の対応とする対

象者を重点化することで，健康観察の迅速化を図ることとしました。 
 
 
１ 新型コロナウイルス感染症陽性患者に対する対応 

従来どおり，医療機関で検査等を行い，発生届が提出された場合の対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ 濃厚接触者の特定（同一世帯内の同居者） 

一律に聞き取り等を行わず，陽性患者に対し，同一世帯内の全ての同居者が濃厚接触者となる旨を

SMS で周知することにより行う。なお，65 歳以上の方や 65 歳未満の重症化リスクのある方がいる

場合は，連絡をもらうこととする。 
 
３ 濃厚接触者の検査調整 

濃厚接触者のうち 65 歳以上の方，65 歳未満の重症化リスクのある方が発症した場合は，保健所が

検査調整をする。 
 
４ 各種通知の取扱い 
  ・各種通知書類（療養通知，発生届出内容通知）は SMS 等を使用する。 
  ・陽性者の療養期間，濃厚接触者の待機期間は初めに通知する。 
  ・疫学調査時又は SMS により協力を求めることにより，就業制限通知は行わない。 
    ・療養証明書は MyHER-SYS の画面を活用する。 
        
５ 変更時期 令和 4 年 7 月 28 日付け発生届から 

記 者 発 表 資 料 
令和４年７月２８日 
疾病・感染症対策課感染症対策班 
担当 平間・橋本・門脇（022-211-2632） 

※ ワクチン未接種（1 回のみ含む），悪性腫瘍，慢性呼吸器疾患（COPD 等），慢性腎臓病，心血管疾患，脳血管疾患，喫煙歴， 
高血圧，糖尿病，脂質異常症，肥満（BMI 値 30 以上），臓器移植，免疫抑制剤，抗がん剤等の使用，その他の事由による免疫 
機能の低下 
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